
　 相談・ サポート
港区子ど も 家庭総合支援セ ン タ ー

　 港区子ども 家庭総合支援セン タ ーは、子ども 家庭支援セン タ ー、児童相談所、母子生活支援施

設の複合施設で あり 、児童虐待、非行、Ｄ Ｖ など の子ど も と 家庭の問題に、発生予防から 相談、

一時保護、措置、自立支援まで、各施設が必要に応じ 連携し て対応し 、切れ目なく 支援し ていきま

す。また、区内の幅広い子ども 家庭支援ネッ ト ワーク の核と し て、関係機関と 連携し 、妊娠期から

子育て期、思春期、児童の自立まで、切れ目なく きめ細かな支援を行います。

子ども 家庭支援センタ ー

　 子育て 中の人が集う 子育て 支援の拠点で あり 、子育て ひろ ばの運営や子育て 支援のネッ ト

ワーク づく り などを 行います。

　 また、子ど も の養育に関する こ と 、ひと り 親家庭の支援、夫婦間の D V や離婚問題など、子ど

も と 家庭が直面し ている 様々な課題に対し 、ワン スト ッ プで総合的に支援し ます。

児童相談所

　 児童福祉司、児童心理司、保健師、医師、弁護士等が協力し 、児童虐待などの養護相談、非行相

談、障害相談等の子ども と 家庭の問題に対応し ます。安全確認、調査、相談、援助を行い、必要に

応じ て、一時保護、里親委託、施設入所措置等を適切に行います。

母子生活支援施設

　 様々な事情で養育が困難と なっ た母子家庭を入所さ せ、保護する と と も に、自立を促進するた

めの生活支援や養育支援などを実施し ます。

　 また、退所者への相談にも 応じ 、母子の着実な自立を支援し ます。

港区子ども 家庭総合支援セン タ ー

 港区南青山 5 -7-11

 5 9 6 2-6 5 00

●…アク セス…●…

【 地下鉄】

東京メト ロ 銀座線、千代田線、半蔵門線　

表参道駅　 　 B3 出口： 徒歩 3 分

【 バス】

都営バス 渋 8 8  「 南青山六丁目」 下車 4 分　

ちぃ ばす 青山ルート  「 南青山六丁目」 下車 5 分

ちぃ ばす 青山ルート  「 青南小学校」 下車 6 分

※公共交通機関をご 利用く ださ い。
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子ど も 家庭支援セ ン タ ー の相談事業

子ども ・ 子育て・ 家庭に関する総合相談

　 港区子ども 家庭相談ダイ ヤル　  5 9 6 2 -7 2 1 5

　  1 8 歳未満の子ども から の相談や子育てに関する こ と 、配偶者等から の暴力、離婚問題、ひと

り 親に関する こ と 等を 相談する こ と ができ ます。

　【 電話相談・ 来所相談・ 訪問相談の受付時間】 

　 　 月〜金曜 8 ： 3 0 〜 1 8 ： 0 0

　 　 　 　 土曜 8 ： 3 0 〜 1 7 ： 0 0

　 　 　 　（ 祝日、年末年始を除く ）

専門相談

　【 電話相談・ 来所相談の受付】　  5 9 6 2 -7 2 0 2

　 子ども と 子育てに関する相談を 保健師や心理士に相談するこ と ができ ます。

専 門 相 談 受 付 時 間 月 火 水 木 金 土

保 健 師 相 談
　 9： 00 〜 1 3： 00 ○ ○ ○

 14 ： 00 〜 1 7： 00 ○ ○ ○

心 理 士 相 談
　 9： 00 〜 1 2： 00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

 13 ： 00 〜 1 7： 00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（ 祝日、年末年始を 除く ）

家庭相談　

　  家庭相談員に家庭内で発生する 様々な問題を 相談する こ と ができ ます。（ 要予約）

離婚に関する 法律相談　

養育費や親子交流の取決め等、離婚に関する こ と を 弁護士に相談する こ と ができ ます。相談

日の前日 1 7 ： 0 0 までに電話で相談日時を 予約し てく ださ い。

　  日時： 毎月第 3 水曜日（ 祝日の場合は、変更又は中止）

①1 3 ： 0 0 〜 1 3 ： 4 5 　

②1 4 ： 0 0 〜 1 4 ： 4 5

③1 5 ： 0 0 〜 1 5 ： 4 5

相 談 時 間 火 金

 1 0： 0 0 〜 1 0： 5 0 ○

 1 1： 0 0 〜 1 1： 5 0 ○

 1 3： 1 5 〜 1 4： 0 5 ○ ○

 1 4： 1 5 〜 1 5： 0 5 ○ ○

 1 5： 1 5 〜 1 6： 0 5 ○ ○

 1 6： 1 5 〜 1 7： 0 5 ○ ○
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港区おと なの子育て相談ねっ と

　 パソ コ ン ・ スマート フ ォ ン から 子育ての悩みや不安を いつでも 相談する こ と ができ ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 http s://ko so d a te .m ina to .ko d o m o so ud an .ne t

　 〇対象： 港区に住む 1 8 歳未満の子ども の保護者と 妊婦

　 ・ 名前を 言わなく ても 相談する こ と ができ ます。

　 ・ 回答には２ 、３ 日かかり ます。（ 遅く と も １ 週間以内に回答を 送り ます）

みなと 子ども 相談ねっ と

　 携帯電話・ スマート フ ォ ン ・ パソ コ ンから 悩みや不安をいつでも 相談するこ と ができ ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 http s://m in a to .ko d o m o so ud a n .n e t

　 〇対象： 港区に住む 1 8 歳未満の子ども

　 ・ 名前を 言わなく ても 相談する こ と ができ ます。

　 ・ 回答には２ 、３ 日かかり ます。（ 遅く と も １ 週間以内に回答を 送り ます）
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児童相談所
……児童相談所　  5 9 6 2 -6 5 0 0

　 児童相談所では、様々なご相談に対し て、児童福祉司、児童心理司、保健師、医師、弁護士など

の専門職員が協力し て子ども と 家庭の問題に対応し ます。

相談の種類

養護相談

養育困難

保護者の病気、死亡、離婚等の事情により 、子ども の養育が困難になったと きの相談

児童虐待の相談と 対応

　 　 ● 身体的虐待 ……………  子ども をたたく 、蹴る、戸外に閉め出すなど

　 　 ● ネグレ クト（ 育児放棄） …   食事・ 衣服・ 住居等が極端に不適切、重大な病気になっ ても 病院に

つれていかないなど

　 　 ● 心理的虐待 ……………  子どもへの脅し や心を傷つける言動、子どもの前で夫婦喧嘩をするなど

　 　 ● 性的虐待 ………………  子ども へのわいせつな行為、性行為を見せるなど

障害相談

言語発達、肢体不自由、こ と ばの遅れ、発達障害に関する相談

知的障害児に関する相談、療育手帳（ 愛の手帳） に関する相談

育成相談

乳幼児の育児・ し つけや遊び、子育ての不安等の相談

不登校、いじ めの相談

子ども の性格行動に関する相談（ 友達と 遊べない、落ち着き がない、家庭内暴力等）

非行相談

ぐ 犯相談

1 8 歳未満で、問題行動（ 家出や親のお金の持ち出し など） のある子ども に関する相談

触法相談

1 4 歳未満で法に触れる行為（ 器物破損・ 暴力行為・ 盗みなど） を行っ た子ども の相談

保健相談

乳児、早産児、虚弱児、児童の疾患、事故・ ケガ等の健康管理に関する相談

里親の相談

里親になり たい、里親に子ども を預けたい等、養育里親（ 養育家庭） に関する相談

特別養子縁組に関する相談

その他の相談

その他の家族や子ども の相談

【 来所相談】 月〜金曜日　 午前８ 時３ ０ 分〜午後６ 時

【 電話相談】 児童相談所　 　 　 　  5 9 6 2 -6 5 0 0（ 月〜金曜日　 午前８ 時３ ０ 分〜午後６ 時）

　 　 　 　 　  港区児童虐待相談ダイ ヤル　  0 1 2 0 -4 8 3 -7 1 0（ 2 4 時間 3 6 5 日）
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児童精神科医に よ る 相談（ こ こ ろ の健康相談）

……みなと 保健所健康推進課地域保健係　 6 4 0 0 -0 0 8 4

　 1 8 歳以下のお子さ んのこ こ ろ の問題や行動面について心配なこ と を 児童精神科医が相談に応じ ます。

次のよう な相談をお受けし ます。

＜情緒面の心配＞　 ● かんし ゃ く を起こ し やすい　 ● 極端なき れい好き

＜行動面の心配＞　 ● 登校し ぶり 　 ● 自分を傷つけてし まう

＜発達面の心配＞　 ● コ ミ ュ ニケーショ ン が苦手　 ● こ と ばの遅れ

＜こ こ ろ が関係し ていそう な身体症状の心配＞　 ● 学校に行く 前の腹痛や頭痛　 ● 起きら れない

利用について

　 まずは保健所までお気軽にお電話く ださ い。

【 来所相談】

　 日程については「 広報みなと 」 や港区のホームページをご覧く ださ い。

母子メ ン タ ルヘルス 相談

…みなと 保健所健康推進課地域保健係　  6 4 0 0 -0 0 8 4

　 妊娠、出産、育児期にある 女性は、時と し て心のバラ ン スを く ずし 、育児不安や心の問題を 抱

える こ と があり ます。母親自身が抱える心の問題に対し て、専門の医師が相談に応じ ます。

　 医師によ る 1 回 3 0 分の面接です。保健師も 同席し て一緒にお話を 聞き ます。

※別室で保育があり ます。予約時にお申し 出く ださ い。

※プラ イ バシーは守り ます。

【 と 　 き 】 毎月 2 回（ 予約制）

【 対　 象】  区民で、妊娠中・ 育児中の母親と その家族

 　 日程については「 広報みなと 」 や港区ホームページを ご覧く ださ い。

男女平等参画センタ ー（ リ ーブラ ） 相談室

「 心のサポ ー ト ルー ム 」
…男女平等参画センタ ー（ リ ーブラ ）　  芝浦1 -16 -1（ みなと パーク 芝浦） 2 階

心のサポート ルーム相談専用電話　 3 4 56 -57 71（ 相談時間内）

　 男女平等参画センタ ー（ リ ーブラ ）では、家族や子ども の教育、配偶者やパート ナーから の暴力、

自分自身の生き方、犯罪被害、SO GIE 等に関するこ と など、さ まざまな悩みの解決への援助と し て、

専門のカウンセラーや弁護士が無料で相談に応じます。相談に関する秘密は固く 守ります。

相談時間 ※年末年始・ 臨時休館日を除く 。

【 一般相談】 電話・ 面接（ 面接は予約制）

　 日中／月〜土曜　 午前 1 0 時〜午後 4 時　 　 受付： 午後 3 時まで

　 夜間／火・ 金曜　 午後 6 時〜 9 時　 　 受付： 午後 8 時まで

【 法律相談】 面接（ 予約制　 原則月 2 回）

【 夫婦・ 家庭問題専門相談】 面接（ 予約制　 原則月 1 回）

【 みなと LG BTQ 相談】 電話・ 面接（ 面接は予約制　 原則月１ 回）46



グ ループ お 母さ んの時間

…みなと 保健所健康推進課地域保健係　  6 4 0 0 -0 0 8 4

　 子育てや家庭内での心配ごと 、親同士の人間関係など日ごろ のつら い気持ち を、語り 合いを 通

し て分かち 合い、共感する お母さ んのためのグループです。

※別室で保育があり ます。予約時にお申し 出く ださ い。

※プラ イ バシーは守り ます。

【 と 　 き 】 毎月 1 回（ 予約制）

【 対　 象】  区内在住の育児中の母親

　 日程は港区ホームページを ご覧く ださ い。

港区立児童発達支援センタ ー（ ぱお）

発達につまずき や遅れがある お子さ んを対象に、発達に関する 相談・ 支援を 行っ ています。

　 　 たと えば・ ・ ・

　 　 〇言葉がゆっ く り 　 〇歩き 始めが遅い　 〇落ち 着き がない

　 　 〇不器用さ がある　 〇お友達と のト ラ ブルが多い　 などあり ませんか？

　 お気軽にお電話でご相談く ださ い。

　 面談では、必要に応じ て心理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等が相談

を お受けし ます。

発達支援

名　 称 内容・ 対象　 など

相
談
支
援

総合相談

お子さ んの成長や発達に関する相談を受けます。また、親子グループ 支

援や個別支援（ ０ 〜２ 歳児）を実施しています。

【 実施日】月〜土曜 9 :0 0 〜18 :0 0

計画相談支援・

障害児相談支援

障害福祉サービスや障害児通所支援等の利用に向けての相談と、障害

児支援利用計画の作成を行います。

障
害
児
通
所
支
援
※

児童発達支援

（ 通園）

日々の活動の中で基本的な生活習慣を身に付け、遊びを通してさ まざま

な経験を重ねます。小さ な集団の中で友達と のやりとり を通して集団生

活に適応できる力を身に付けます。

（ 同日に保育園との併用ができます）

【 実施日】週５ 日のクラス： 月〜金曜　

　 　 　 　 週２ 日のクラス： 火・ 水曜または木・ 金曜

【 対象】３ 〜５ 歳児

児童発達支援

（ グループ支援）

活動を通して「 できる」 経験を重ねること で、幼稚園、保育園等において

自信を持って物事に取り 組めるよう 支援し ます。

【 実施日】月〜金曜の午後（ 月２ 〜３ 回）　

【 対象】幼稚園・ 保育園等に通う３ 〜５ 歳児

児童発達支援

（ 個別支援）

お子さ んの状況に合わせて、心理士、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士による個別支援を行います。

【 実施日】月〜金曜　【 対象】おおむね３ 〜５ 歳児

…港区立児童発達支援センタ ー（ ぱお）　  6 2 7 7 -3 1 0 6

 6 2 7 7 -3 8 4 4 　 開館時間　 月〜土曜 9 :0 0 〜 1 8 :0 0

47

妊
娠
し
た
ら

赤
ち
ゃ
ん
が

生
ま
れ
た
ら

保
育
園
・
幼
稚
園

一
時
的
に

預
け
た
い
と
き

み
ん
な
で
子
育
て

学
校
に
入
っ
て

か
ら

相
談
・
サ
ポ
ー
ト

子
育
て
Ｓ
Ｏ
Ｓ



名　 称 内容・ 対象　 など

障
害
児
通
所
支
援
※

放課後等デイサービス

心理士、作業療法士、言語聴覚士が中心と なり 専門的見地から お子さ んの

課題に応じ た個別支援および小集団で 発達支援を 行います。生活能力の

向上および社会性やコ ミ ュ ニケーショ ンスキルを伸ばすこ と をめざし ます。

【 実施日】月〜金曜の午後及び土曜（ 月１〜２ 回）　

【 対象】学校に就学している児童

居宅訪問型児童発達支援

居宅を訪問し、日々の生活における基本的な生活習慣を身に付け、遊びを

通して日常生活に必要な動作を経験したり、遊びの幅を広げたりします。

【 実施日】月〜金曜（ 月２ 回程度）

【 対象】重度の障害等のため、児童発達支援等を受けるために外出する

こと が困難な児童

保育所等訪問支援

保育園、幼稚園、学校等を訪問し 、集団生活への適応のための専門的な

支援等を行います。

【 実施日】月〜金曜（ 月２ 回程度）　

【 対象】保育園等集団生活を営む施設に通う ０ 〜１８ 歳未満
※障害児通所支援の利用にあたっ ては、通所受給者証が必要です。

港区生活・ 就労支援セ ン タ ー
…港区生活・ 就労支援セン タ ー

 港区六本木５ -1 6 -4 5 　 麻布地区総合支所２ 階　  5 1 1 4 -8 8 2 6 　

　 港区内に居住し 、生活、仕事や家計のこと など、経済的に困っている方の支援を行う 相談窓口です。

【 支援内容】　 ※印は生活保護世帯も 対象と なり ます。

● 自立相談支援

経済面・ 生活面の悩みを 整理し 、作成し た支援プラ ン に沿っ て相談者と 一緒に課題解決に取

り 組みます。

● 就労支援

就労支援員が求職活動のお手伝いを し ます。

● 就労準備支援　 ※

すぐ に就労につく こ と が難し い方に、生活習慣の改善や社会参加能力の向上等を 図り 、就労で

き る状態になる よう 支援し ます。

● 家計改善支援　 ※

家計管理や債務・ 滞納整理を助言・ 指導し ます。

● 学習相談支援　 ※

　 子ども の学習や進学に関する相談支援を 行います。

● ひと り 親家庭支援　 ※

ひと り 親家庭の置かれている状況に特に配慮し ながら 、求職活動を 支援する と と も に、抱える

問題を 支援員が一緒に解決し ていき ます。

● 住居確保給付金

失業等により 住居を喪失、またはその恐れがある方に対し 、住居確保のための給付金を支給します。

【 利用時間】

月〜金曜　 　 8 ： 3 0 〜 1 7 ： 1 5 　（ 休： 土・ 日・ 祝日・ 年末年始）

48



そ の他の相談窓口

　 港区や公的団体が実施し ている子育てに関連する 相談窓口の主なも のです。詳し く は、各連絡

先へお問い合わせく ださ い。

◆港区が実施し ている相談

内　 容 相 談 機 関 連 絡 先 受 付 日 時

いじ め・ 不登校・ 学校

や友達関係の悩みなど

港区立

教育センタ ー

【 来所相談】

5 42 2 -1 54 5

月〜金曜　 9 ： 0 0 〜 1 7 ： 0 0

（ 祝日、年末年始休み）

【 電話相談】

5 42 2 -1 54 6

月〜金曜　 9 ： 0 0 〜 1 9 ： 0 0

土曜　 9： 0 0 〜 1 7 ： 0 0

（ 祝日、年末年始休み）

子ども の成長や発達に

ついての総合的な相談

港区立

児童発達支援センタ ー

（ ぱお）

6 27 7 -3 10 6
月〜土曜　 9 ： 0 0 〜 1 8 ： 0 0

（ 祝日、年末年始休み)

区政に関するこ と や日

常生活についての相談

や情報提供など

外国人相談

（ 地域振興課国際化推進係）

3 57 8 -2 52 4

　 3 5 78 -2 0 46

月〜金曜　 9 ： 0 0 〜 1 2 ： 0 0

　 　 　 　 1 3： 00 〜 1 7： 0 0

（ 祝日、年末年始休み)

日本語を 母語と し ない

子ども や保護者につい

ての相談

多文化キッ ズコ ーディ ネータ ー

（ 地域振興課国際化推進係）
同上 同上

区立保育園・

認定こ ども 園

子育て相談電話

（ 子育て相談専用電話）

園の職員が、子育てに

関する悩みなどの相談

に応じ ています。

ひと り で悩まずに電話

し てく ださ い。

芝保育園 3 45 5 -5 03 9

月〜金曜　 9： 00 〜17： 00

神明保育園 5 73 3 -6 82 2

芝公園保育園 3 43 8 -0 59 5

南麻布保育園 3 44 2 -5 90 7

本村保育園 3 44 4 -5 08 7

西麻布保育園 3 40 7 -5 03 1

麻布保育園 3 58 3 -0 64 8

飯倉保育園 3 58 3 -5 80 5

東麻布保育園 3 58 4 -3 81 1

元麻布保育園 5 42 2 -7 33 8

赤坂保育園 3 58 3 -5 10 7

南青山保育園 3 40 1 -5 04 7

青山保育園 3 40 1 -5 04 1

伊皿子坂保育園 3 44 4 -5 40 4

高輪保育園 3 44 9 -5 04 7

白金保育園 3 44 1 -5 02 2

神応保育園 5 42 2 -6 36 3

し ばう ら 保育園 5 23 2 -1 13 0

こ う なん保育園 3 45 0 -5 00 4

たかはま保育園 5 78 1 -0 25 5

台場保育園 5 50 0 -5 09 7

芝浦アイ ラ ンド こ ども 園 5 44 3 -7 33 7
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◆港区以外の公的団体が実施し ている 相談

内　 容 相 談 機 関 連 絡 先 受 付 日 時

い じ め 問題やそ の他
Ｓ Ｏ Ｓ

24 時間子供Ｓ Ｏ Ｓ
ダイ ヤル

【 電話相談】

01 2 0 -0-7 8 3 10
（ なやみ言おう ）

年中無休　 24 時間対応

「 いじ め」 や体罰など
人権侵害の相談など

子ども の人権１ １ ０ 番
（ 法務省）

【 電話相談】
01 2 0 -00 7 -1 10

【 メ ール相談】
【 LIN E 相談】 月〜金曜　 8： 3 0 〜 17： 15

いじ め・ 不登校・ 体罰・
虐待など子ども の人権
に関する相談すべて

子ども の人権１ １ ０ 番
（ 東京弁護士会）

【 電話相談・
面接相談は要予約】

35 0 3-01 1 0

月〜金曜　 13： 3 0 〜 16： 3 0
　 　 　 　 　 17： 0 0 〜 2 0： 0 0
　 　 　 　（ 受付は19： 45 まで）
土曜　 　 　 13： 0 0 〜 16： 0 0
　 　 　 　（ 受付は15： 45 まで）

非行問題や犯罪被害、
いじ め問題など

警視庁大森少年センタ ー
【 電話相談・
面接相談は要予約】

37 6 3-00 1 2

月〜金曜　 8： 3 0 〜 17： 15
（ 祝日、年末年始休み）

2 0 歳未満の方、家族や
学校関係者から の相談

ヤング・ テレホン・ コ ーナー
（ 警視庁少年相談係）

【 電話相談】
35 8 0-49 7 0

年中無休　 24 時間対応

幼児から 高校生相当
年齢の方を対象と し た

「 いじ め」 に関する相談

東京都いじ め相談
ホッ ト ラ イ ン

（ 東京都教育相談センタ ー）

【 電話相談】
01 2 0 -53 -8 2 88

年中無休　 24 時間対応

精神的な問題で困っ た
時や、つら い時の相談

夜間こ こ ろ の電話相談
（ 東京都）

【 電話相談】
51 5 5-50 2 8

毎日　 17： 0 0 〜2 2： 0 0
（ 受付は 21： 3 0 まで）

お子さ んの行動やこ こ
ろ の発達の問題に関す
る相談

こ こ ろの電話相談室
（ 東京都立小児総合
医療センタ ー）

【 電話相談】
04 2 -3 12 -8 1 19

月〜水曜　 9： 3 0 〜 11： 3 0
　 　 　 　 　 13： 0 0 〜 16： 3 0

（ 祝日、年末年始休み）

日頃抱えている問題や
悩みについての相談

外国人相談室
（ 港区国際交流協会）

【 電話相談・
面接相談は要予約】

64 4 0-02 3 3

月〜金曜　 9： 0 0 〜 12： 0 0
　 　 　 　 　 13： 0 0 〜 17： 0 0

（ 祝日、年末年始休み）

思春期特有の健康上の
悩み（ 性に関する こ と
を含む） に関する相談

と う き ょ う 若者ヘ ルス サ
ポート（ わかさ ぽ）（ 東京都）

【 電話相談】
01 2 0 -37 2 -4 63

【 メ ール相談】 水曜　 15： 0 0 〜20： 0 0
日曜　 9： 0 0 〜14： 0 0

（ 元日休み）

育児のこ と ・ 親子のこ
と など

親子のための相談LIN E

【 LIN E 相談】 平日　 9： 0 0 〜2 3： 0 0
（ 受付は2 2： 3 0 まで）

土・ 日曜、祝日、年末年始
　 　 　 9： 0 0 〜17： 0 0

生き るのがつら いと 感
じ た時の悩み相談

相談ほっ と LIN E ＠東京（ 東
京都）

【 LIN E 相談】

毎日　 15： 0 0 〜2 3： 0 0
（ 受付は 2 2： 3 0 まで）

友達、勉強、家族、お金
のこ と などの悩み相談

弁護士子ども SN S相談（ 第
二東京弁護士会）

【 LIN E 相談】

月曜・ 木曜・ 日曜
　 　 　 19： 0 0 〜 21： 0 0
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「 虐待かな 」 と 思っ た ら
…港区児童虐待相談ダイ ヤル　  0 1 2 0 -4 8 3 -7 1 0

…児童相談所　  5 9 6 2 -6 5 0 0

子ども に対する虐待と は

　 親、または親に代わる 養育者によ っ て子ど も 自身が心身に苦痛を 感じ る 行為が行われる こ と

を いいます。虐待は子ど も の健全な成長や発達を 損ない、将来まで深刻な影響を 与え、子ども が

安全で健やかに育てら れる権利を 奪う 人権の侵害です。

し つけと 虐待のちがい

し つけのつも り であっ ても 、親の言葉や行為が子ども の育ちに悪い影響を与えていると すればそ

れは虐待です。虐待であるかどう かは親の事情と 一切関係なく 、子ども の視点から 判断するこ と

が大切です。

し つけと 虐待のち がい

　 し つけのつも り であっ ても 、親の言葉

や行為が子ども の育ち に悪い影響を 与

えていると すればそれは虐待です。虐待

である かど う かは親の事情と 一切関係

子ども の視点から 判断するこ と が

心身の疾患

夫婦の不和

育児不安・ 負担

D V（ ド メ スティ ッ ク バイ オレ ン ス）

問 題 発 生

チェ ッ ク

P O IN T

き・ 発見・ 通告・ 相談

虐待にはどのよう なも のがあるのでし ょ う か

❶…身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落と す、異物を 飲ませる、熱湯をかける、不自然な骨折、戸外に締め出すなど。

❷…心理的虐待

ひど い言葉で 子ど も を 傷つける、き ょ う だい間で差別的な 扱いを する、D V・ 夫婦喧嘩の目撃、

恐怖や不安を与える 、無視や拒否的な態度など。

❸…性…的…虐…待

子ども に性的ないたずら や性的行為を 強要する、性器や性交を 見せる、性的ビ デオを 見せる、児

童ポルノ の被写体にする など。

❹…ネグレクト

適切な衣食住の世話を し ない、病気やけがをし ても 病院に連れて行かない、自動車内や家に置き

去り にする、家に閉じ 込める、子ども の意思に反し て学校へ行かせない、同居人によ る 虐待行為

を 放置する など。

虐待の背景

　 さ まざまな要因が重複する こ と で問題が起こ るこ と があり ます。

育てにく さ

生活の不安定・ 経済的困難

対人関係の問題

心身の疾患

夫婦の不和

育児不安・ 負担ひと り 親や複合家族、核家族孤立

D V（ ド メ スティ ッ ク バイオレンス）

問 題 発 生

気づき・ 発見・
通告・ 相談

児童相談所全国共通

ダイ ヤル 1 8 9

親子のための

相談LIN E
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「 Ｄ Ｖ かな 」 と 思っ た ら
…子ども 家庭支援セン タ ー家庭相談係　

港区子ども 家庭相談ダイ ヤル　  5 9 6 2 -7 2 1 5

ド メ スティ ッ ク ・ バイ オレ ン ス（ Ｄ Ｖ ） と は

　 配偶者やパート ナー、恋人など親密な関係にある（ あっ た）者から ふる われる暴力のこ と です。

Ｄ Ｖ は、暴力を 受けた側の心身や生活に大き な影響を 生じ さ せ、人権を 踏みにじ る 行為です。そ

し て、Ｄ Ｖ がある 家庭の中で育つ子ども は、健全な成長や発達を 損ない、将来まで深刻な影響を

与え、子ども が安全で健やかに育てら れる 権利を 奪われてし まいます。

Ｄ Ｖ にはどのよ う なも のがあるのでし ょ う か

　 暴力にはさ まざまな形があり 、次の４ つに分類さ れます。多く の場合、こ れら の行為が組み合

わさ れ、繰り 返し 、継続的に行われ、相手を暴力でコ ン ト ロ ールし ます。

❶…身体的、物理的暴力

殴る 、蹴る 、髪を つかんで引き ずる など、体を 傷つける 暴力

物を 壊す、家の中を 叩いたり 壊し たり するこ と

❷精神的暴力

大声でど なる 、おどす、「 だから お前はだめなんだ」 と いっ た屈辱的な言葉や人格を 否定する 言

葉を 繰り 返すなどの言葉の暴力

❸性的暴力

意思を無視し てセッ ク スを強要する、避妊に協力し ない、中絶さ せら れる 、ポルノ を見せら れる 、

暴力的なセッ ク スを する など。

❹経済的、社会的暴力

生活費を 渡さ ない、支出を 細かく チェ ッ ク さ れ追及さ れる、行動を 監視・ 制限さ れる、実家に行

く こ と や友達に会う こ と を嫌う など。

暴力を 受けた、命の危険を 感じ たら

　 最寄り の交番、警察へ、迷わず助けを 求めてく ださ い。

Ｄ Ｖ 加害者更生プログラ ム利用助成金交付事業

…子ども 家庭支援セン タ ー家庭相談係　  5 9 6 2 -7 2 1 4

　 Ｄ Ｖ 加害者が、被害者（ 配偶者） と の関係改善のため、民間団体が実施する「 Ｄ Ｖ 加害者更生プ

ロ グラ ム」 を 利用する 場合に、経費の一部を 助成し ます。プロ グラ ム申込前にお問い合わせく だ

さ い。

【 対象】

　 港区に住民登録がある Ｄ Ｖ 加害者と 配偶者

　（ 届出をし ないが事実上婚姻関係と 同様の事情にある者を含む）
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社会的養護の施設・ 制度
……児童相談所　  5 9 6 2 -6 5 0 0

乳児院

　 次のよう な状態にある 2 歳未満の乳児をお預かり し ます。

◦  保護者が出産・ 傷病等緊急の場合などで、保護者のも と で養育でき ない場合

◦  父母が長期にわたる病気や心身の障害等で、乳児を 養育でき ない場合

◦  父母と 死別し たり 、父母に遺棄さ れたり 、保護者がいない場合

児童養護施設

　 次のよう な状態にある ２ 歳から 1 8 歳未満の児童を お預かり し ています。

◦  父母と 死別し たり 、父母に遺棄さ れたり 、父母が長期にわたり 心身に障害がある など、現に保

護者の養育を 受けら れない児童

◦  虐待等の理由で家庭での生活が適当でない児童

◦  その他、環境上養育を必要と する 児童

里親・ フ ァ ミ リ ーホーム

　 さ まざまな事情によ り 家族と 暮ら せない子ど も を、自ら の家庭に迎え入れて養育する 制度で

す。里親制度には、一定期間家庭に迎え入れて養育する「 養育家庭」、養子縁組を 目的と し た「 養

子縁組里親」 などがあり ます。

児童自立支援施設

　 不良行為を なし 、またはなすおそれのある 児童およ び家庭環境その他の環境上の理由によ り

生活指導を 要する 児童を 対象に、生活指導、学習指導、職業指導等を 通じ て心身の健全な育成お

よ び自立支援を 図る 児童福祉施設です。

自立援助ホーム（ 児童自立生活援助事業）

　 自立を目指す義務教育を 修了し た子ども 等に相談、日常生活の援助、生活指導及び就業の支援

を 行う 施設です。
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ひ と り 親家庭支援

…子ども 若者支援課子ども 給付係　  3 57 8 -2 4 3 2

　 区内在住のひと り 親家庭またはこ れに準ずる 家庭の親（ 養育者） と 児童を 対象に、さ まざまな

支援を 行っ ています。以下に該当する人で、まだ申請をし ていない人は各総合支所区民課保健福

祉係へご相談く ださ い。各手当により 、支援内容（ 手当額） や所得制限額が、異なり ます。詳し く

は、お問い合わせく ださ い。

【 支援内容】

…ひと り 親家庭等医療費助成……医療費の一部を助成し ます。

…児童育成手当　 　 　 　 　 　 　 育成手当が（ 児童 1 人につき 月額 1 3 ,5 0 0 円） 支給さ れます。

…児童扶養手当　 　 　 　 　 　 　 児童 1 人の場合、所得に応じ て月額 4 6 ,6 9 0 〜 1 1 ,0 1 0 円が支給

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   さ れます。

【 対　 象】

次の要件に該当する児童を監護・ 養育し ているひと り 親家庭（ 母子・ 父子）も し く は父母に代わっ

てその児童を養育し ている家庭

【 要　 件】

次の①〜⑧のいずれかに該当する こ と 。

①父母が婚姻を 解消し た

②父または母が死亡し た

③父または母に重度の障害がある

④父または母が生死不明

⑤父または母が引き 続き 1 年以上児童を遺棄し ている

⑥父または母が D V 保護命令を 受けた

⑦父または母が法令により 引き 続き 1 年以上拘禁さ れている

⑧婚姻によ ら ない出生

【 所得制限】

各手当ごと に本人および扶養義務者に所得制限があり ます。
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児童扶養手当受給者対象の優遇制度
…各総合支所　 区民課保健福祉係（ 裏表紙参照）

　 児童扶養手当を 受けている方は次のサービスがご利用になれます。申請が必要です。お住まい

の各総合支所区民課保健福祉係の窓口へお問い合わせく ださ い。

　 ※必ず、児童扶養手当受給中であるこ と を 伝えてく ださ い。

港区コ ミ ュ ニティ バス乗車券

世帯の世帯員のう ち どなたか一人に限り 、港区コ ミ ュ ニティ バス乗車券（ 無料）が利用でき ます。

【 申請の際、必要なも の】……・ 児童扶養手当証書

都営交通無料乗車券

世帯の世帯員のう ち どなたか一人に限り 、都営交通乗車券（ 無料） が利用でき ます。

【 申請の際、必要なも の】……・ 児童扶養手当証書

JR 通勤定期乗車券の割引

　 普通定期券の３ 割引で購入でき ます。定期券はＪ Ｒ の窓口で購入し ますが、区が発行し た証明

書が必要です。

【 申請の際、必要なも の】……・ 児童扶養手当証書

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 利用者の証明写真１ 枚

                                    （ 縦 4 cm ×横 3 cm ・ 最近６ か月以内に撮影し たも の）　

都営水道料金の減免

　 基本料金が免除になり ます。水道局の所管営業所に申請し ますが、区が発行する 申請書が必要

です。

【 申請の際、必要なも の】……・ 児童扶養手当証書

粗大ゴミ 収集手数料の免除

　 粗大ごみ受付センタ ーに直接連絡し てく ださ い。後日、粗大ごみ受付センタ ーから ご自宅宛て

に手数料免除申請書が届き ます。

【 連絡先】　 粗大ごみ受付セン タ ー　  6 7 4 7 -9 2 5 3

　 処理券の受取方法は、２ 通り です。

① 児童扶養手当証書の写しと 手数料免除申請書をみなとリサイクル清掃事務所に郵送してく ださい。

【 郵送先】…〒 1 0 8 -0 0 7 5  港区港南 3 -9 -5 9  みなと リ サイ ク ル清掃事務所　  3 4 5 0 -8 0 2 5

② お急ぎの場合は、通知書、申請書を 各総合支所またはみなと リ サイ ク ル清掃事務所に持参し

て申請し てく ださ い。

【 申請の際、必要なも の】……・ 児童扶養手当証書

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 粗大ごみ受付センタ ーの通知書

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 手数料免除申請書
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ひ と り 親の就労支援

…子ども 家庭支援セン タ ー家庭相談係　  5 9 6 2 -7 2 1 4

　 ひと り 親家庭の経済的自立等を 促進する 制度があり ます。

港区ひと り 親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

　 2 0 歳未満の子を 扶養し ている ひと り 親家庭の父又は母が、養成機関で対象資格取得のため修

学する場合、高等職業訓練促進給付金を 支給し 、 生活の負担軽減を 図り ます。  

　 受給要件があり ますので養成機関の受講前に事前相談が必要です。詳し く はお問い合わせく

ださ い。

港区ひと り 親家庭自立支援教育訓練給付金事業

　 2 0 歳未満の子を 扶養し ている ひと り 親家庭の父又は母が、指定し た講座を 修了し た場合、 受

講経費の一部を 支給し ます。

　 受給要件があり ますので講座受講前に事前相談が必要です。詳し く はお問い合わせく ださ い。

港区ひと り 親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業

　 2 0 歳未満の子を扶養し ている ひと り 親家庭の父又は母並びにひと り 親家庭の父又は母に扶養

さ れている 児童が、高卒認定試験の合格を 目指す講座を 修了し た場合、 受講経費の一部を 支給

し ます。  

　 受給要件があり ますので講座受講前に事前相談が必要です。詳し く はお問い合わせく ださ い。  

　 港区生活・ 就労支援センタ ーでも 、ひと り 親家庭の就労を支援し ています。
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ひ と り 親家庭ホ ー ム ヘ ルプ サー ビ ス 事業
…子ども 家庭支援センタ ー家庭相談係　  5 9 6 2 -7 2 1 4

　 区内に住所があり 、小学生以下の児童がいる ひと り 親家庭において、親の就業や疾病などで家

事や育児の日常生活にお困り なと き 、ヘルパー等を派遣し 、家事・ 育児等の援助を 行います。

　 1 月あたり の派遣時間数（ 上限） は、児童の年齢によ り 異なり ます。所得に応じ た費用負担が

あり ます。

　 事前相談・ 利用申請が必要です。詳し く は、お問い合わせく ださ い。

東京都母子及び 父子福祉資金貸付金
…子ども 家庭支援センタ ー家庭相談係　  5 9 6 2 -7 2 1 4

　 都内に６ か月以上お住まいの母子家庭または父子家庭で、２ ０ 歳未満のお子さ ん等を 扶養し

ている 方が利用でき る貸付金です。

　 お子さ んの進学・ 入学に必要と なる 修学資金（ 授業料、施設費、通学費、教科書代など） や就

学支度資金（ 入学金、制服代など） を無利子で貸付けます。

　 貸付には審査があり ます。事前にご相談く ださ い。

　 相談から 資金交付までには１ か月程度かかり ます。

離婚前後の親支援事業
…子ども 家庭支援センタ ー家庭相談係　  5 9 6 2 -7 2 1 4

　 親の離婚によ る 子ども の心理的負担の軽減と 安定し た生活の確保を 図る ため、1 8 歳未満（ 親

子交流コ ーディ ネート 事業は中学生まで） の子と 同居し ている 離婚前後の区民を 支援し ます。詳

し く は、お問い合わせく ださ い。

裁判外紛争解決手続（ Ａ Ｄ Ｒ ） 利用助成金

　 離婚後の養育費、親子交流等に関する取決めをする ため、弁護士会又は法務大臣の認証を受け

た認証Ａ Ｄ Ｒ 事業者が実施する Ａ Ｄ Ｒ を 利用する 場合、申込料や１ 回目の調停期日の費用を 助

成し ます（ 上限５ 万円）。

養育費保証利用助成金

　 民間の養育費保証会社が提供する養育費の支払いを 保証する サービスの利用（ 保証契約） に必

要な初回の保証料を 助成し ます（ 上限５ 万円）。

親子交流コ ーディ ネート 事業

　 両親が離婚・ 別居し た後も 引き 続き 子ども が両親のどち ら と も 関わる こ と ができ る 環境を 作

り 、両親から 愛さ れているこ と を 実感する こ と ができ るよ う 、親子交流コ ーディ ネート を 通じ て

支援し ます。
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子育て 支援員研修
…子育てひろ ば「 あい・ ぽーと 」　  5 7 8 6 -3 2 5 0

あなたも 子育てを 応援し ませんか？

「 子育て 支援員研修」「 子育て 支援員研修」
　 港区では、 区内で活動する 「 港区子育て支援員」 の養成を 目的と し た研修を 実施し てい

ます。 子育てや職場での豊かな人生経験を 活かし たいと 考えている 方のご参加を お待ち し

ています。

　 初めて 受講さ れる方には、 必ず「 基本研修」 と 「 地域保育コ ース」 を 受講し ていただ

き ま す。 その後、 どのよう な 活動を 希望さ れるかによって、 それぞれの専門研修に進む

こ と になり ま す。 専門研修が修了し たら 、 全国で 通用する 「 子育て 支援員」 と し ての修

了証書が発行さ れます。

対　 象
地域の子ども ・ 子育て支援などの仕事に関心があり 、 原則と し て港区

の子ども ・ 子育て支援事業など に従事する こ と を 希望する 人、 または

既に従事し ている 人。

募集人数 年間 1 2 0 人（ 予定）

費　 用 無　 料（ テ キス ト 代・ 実習器具代は実費負担）

※この研修は受講者を「 子育て支援員」 として認定するも のであり 、 修了後の雇用先を紹介およ

び保証するも のではあり ません。

受
講
ス
タ
ー
ト

基
本
研
修

地
域
保
育
コ
ー
ス
（
共
通
科
目
）

地
域
保
育
コ
ー
ス
（
一
時
預
か
り
）

基
本
研
修

地
域
保
育
コ
ー
ス
（
共
通
科
目
）

地
域
保
育
コ
ー
ス
（
一
時
預
か
り
）

＋

地
域
保
育
コ
ー
ス

（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）

地
域
保
育
コ
ー
ス

乳幼児一時預かり ・ 区事業における 一時保育事業

子育てコ ーディネータ ー事業

（
派
遣
型
一
時
保
育
）

地
域
子
育
て
支
援

拠
点
事
業

利
用
者
支
援

事
業（
基
本
型
）

フ ァ ミ リ ー・ サポート ・ セン タ ー事業

（ 育児サポート 子むすび）

港区派遣型一時保育事業

子育て ひ ろ ば事業

子 育 て 支 援 員 研 修 の 内 容

※

※対象者が限ら れます。
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地 域 保 育 コ ー ス

地 域 子 育 て 支 援 コ ー ス

　 地域保育コ ースを 修了すると 乳幼児一時預かり 施設で の仕事がで き

ます。 また、 登録すると 、 港区事業における 一時保育の保育者と し て

活動に従事できます。

　 さ ら に、「 ファミ リ ー・ サポート・ センタ ー事業」の専門研修を 受けると 、

「 育児サポート 子むすび」 の協力会員として登録・ 活動できます。

　 また、「 港区派遣型一時保育事業」の専門研修を 受けると 、「 港区派

遣型一時保育」 の支援者と し て活動に従事で き ま す。 な お、「 港区派

遣型一時保育事業」 の専門研修科目は「 ファミ リ ー・ サポート・ センタ ー

事業」 の専門研修を 含んでいるため、 希望さ れる 場合は両方の活動に

従事できます。

　 地域子育て 支援コ ースには、「 地域子育て 支援拠点事業」、「 利用者支

援事業・ 基本型」 の 2 つの専門研修があり ます。

　「 地域子育て 支援拠点事業」 の専門研修を 修了する と 、「 子育て ひろ

ばあっ ぴぃ」や「 あい・ ぽーと」、「 みなと 子育て応援プラ ザ Po kke 」等の

子育てひろばで職員として業務に従事できます。

　「 利用者支援事業・ 基本型」 の専門研修を 修了すると 、「 子育てコ ーディ

ネータ ー事業」のコ ーディ ネータ ーと して、 利用者の相談・ 支援に携わる

こ と ができます。

どんな活動が

でき るの？

どんな活動が

でき るの？

どんな活動が

でき るの？
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受験生チ ャ レ ン ジ 支援貸付事業
…子ども 家庭支援セン タ ー家庭相談係　  5 9 6 2 -7 2 1 4

　 中学３ 年生、高校３ 年生又はこ れに準じ る方を対象に、学習塾等の受講料や高校・ 大学などの

受験料を一定所得以下の世帯へ無利子で貸付けます。貸付対象と なる学校へ入学し た場合、返済

が免除（ 償還免除） さ れます。

　 対象要件や貸付条件、申込期限、必要な書類など詳し く はお問い合わせく ださ い。

奨学資金給付及び 貸付事業（ 大学等）
…教育委員会事務局教育推進部　 教育長室教育総務係　

 3 5 7 8 -2 7 1 3

　 学業に意欲を 持ち ながら も 、経済的理由によ り 大学・ 短大等の修学が困難な方に対し て、選考

の上、奨学金を 給付又は貸付し ています。募集時期など、詳し く はお問い合わせく ださ い。

【 応募資格】 次のすべての要件を満たすこ と 。

・ 奨学金を受けよう と する 者の生計を 維持する 者が、給付又は貸付の日の 6 月前から 引き 続き 区

内に住所を 有し ているこ と 。

・ 経済的理由により 修学が困難である こ と 。

・ 次のいずれかに該当するこ と 。

ア． 高等学校も し く は高等専門学校、専修学校の高等課程又は各種学校の高等課程を 卒業する

見込み又は卒業後も し く は修了後 2 年以内で、初めて大学等に入学する 者。

イ ．大学等に在学し ている 学生等である こ と 。

・ 学業成績が特に優れている こ と 。（ 給付の場合のみ）

【 所得要件】 …給付型の場合は所得要件があり ます。詳し く はお問い合わせく ださ い。 

※貸付型は所得要件が撤廃さ れまし た。
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港区在宅療養相談セ ン タ ー

…港区在宅療養相談セン タ ー　  6 4 3 5 -0 7 5 8 　  54 7 6-0 2 08

　 区民の方の在宅療養生活全般に渡る 、医療・ 療養・ 介護に関する 相談をお受けし ます。

【 受付時間】　 月曜〜金曜　 午前９ 時〜午後５ 時（ 祝日、年末年始を 除く ）

医療相談

…港区医療相談窓口　  6 4 5 3 -7 1 3 7

　 次のよう な医療に関する相談を 電話で受け付けます。

・ 医療のこ と で相談でき る と こ ろ を 知り たい

・ 病気やケガの一般的な対応を 知り たい

・ 近隣の医療機関を知り たい

【 受付時間】　 月曜〜金曜　 午前９ 時〜午後４ 時 3 0 分（ 祝日を 除く ）

　 入院のベッ ド が20 床以上ある病院に関する相談は、「 東京都患者の声相談窓口」へお願いし ます。

 5 3 2 0 -4 4 3 5

「 福祉総合窓口」 にご相談く ださ い

……各総合支所区民課保健福祉係（ 裏表紙参照）…

各総合支所区民課生活福祉係（ 裏表紙参照）

　 各総合支所区民課の「 福祉総合窓口」 では、福祉に関する 全てのご相談を お受けし 、保健師等

の専門職員や福祉関係機関等と 連携し て支援し ます。

　 ご相談日時は事前に区ホームページから 予約する こ と も でき ます。

【 受付時間】　 月曜〜金曜　 午前8 時 3 0 分〜午後5 時（ 祝日、年末年始を 除く ）

　  ◀ こ のマーク が目印です

 

福祉総合窓口
受付予約システム
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